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	 私たちは、不登校・ひきこもりの当事者・経験者、登校拒否・不登校を考える全国各

地の親の会のメンバーなどで構成するネットワークです。 
このたび、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

法律案」（仮称）が、国会に上程されようとしています。しかし私たちは、当事者として

の経験、また親の会の経験から、この法案に強い危機感を抱いています。 
反対のおもな理由は以下のとおりです。 

 
1. この法案では、そもそも子どもが権利の主体となっておらず、第一（総則）の一（目
的）でうたわれている「子どもの権利条約」の趣旨に反しています。	

2.	この法案の内容は、「不登校対策法案」になっており、多くの不登校の子どもの実
情に合っておらず、子どもを追いつめるものとなっています。 

 
以上の理由から、下記を要望します。 
 

記 
	

１．「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」

（仮称）を白紙に戻す、もしくは夜間中学のみの法案とすること。 
２．上記 1．の審議にあたっては、不登校をして家庭にいる当事者や不登校の経験者、
保護者、および当ネットワークなどの不登校にかかわる団体・個人の多様な意見を

じゅうぶんに聴取する場を設け、審議に反映させること。 
 

以上	

	


